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令和8年4月22日 2,196,000 - -

- -

自治研修所

過去に行った研修の実績状況、
受講者のアンケート結果を踏ま
え、所内で検討した結果、適切に
実施可能な相手先は当該事業者
以外にはないと判断したため。

令和8年度自治研修所しまね
探求ゼミ企画設計業務委託

株式会社　MYTURN
代表取締役
島根県江津市江津町４６番地

第167条の2
第1項2号

本事業の視点をテーマとした研修
を効果的に行えるのは当該事業
者以外にはないと判断したため。

自治研修所

令和8年度職員研修業務委託 令和8年4月3日

株式会社　インソース
営業本部　本部長
兵庫県神戸市中央区下山手通
３－１２－１  トア山手フラッツ２０６

5,702,600
第167条の2
第1項2号

令和8年度職員研修業務委託 令和8年4月2日

一般社団法人　日本経営協会
関西本部　関西本部長
大阪府大阪市西区靭本町
１丁目８番４号

3,591,035
第167条の2
第1項2号

過去に行った研修の実績状況、
受講者のアンケート結果を踏ま
え、所内で検討した結果、適切に
実施可能な相手先は当該事業者
以外にはないと判断したため。

自治研修所

人事課
単価契約
2,912,910円

令和8年度職員研修業務委託 令和8年4月1日

学校法人　産業能率大学
理事長
東京都世田谷区等々力
６－３９－１５

3,611,580
第167条の2
第1項2号

過去に行った研修の実績状況、
受講者のアンケート結果を踏ま
え、所内で検討した結果、適切に
実施可能な相手先は当該事業者
以外にはないと判断したため。

自治研修所

令和８年度雇入時健康診断
業務委託

令和8年4月1日

松江市古志原一丁目４番６号
公益財団法人
島根県環境保健公社
理事長　田原研司

職員１人当り
　9,350円他

第167条の2
第1項2号

（公財）島根県環境保健公社しか
実施できないため。
①検診車を所有する等、職場の
身近で健診ができ、全県域をカ
バーし、指定した日時での健診体
制がとれる。
②職員の負担軽減のため、情報
機器作業健診との同時受診が可
能。

随　意　契　約　の　結　果　の　公　表

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
(円)

地方自治法
施行令

の適用条項

随意契約とした
理由

契約相手先以外の
見積書徴取先
及び見積金額

所管部課
（地方機関）

の名称
備　考

島根県例規サポートシステム賃貸借 令和8年4月1日

株式会社ぎょう せい
中国支社
広島県広島市中区三川町2番10号
愛媛ビル・広島５

1,795,200円
第167条の2
第1項2号

島根県の例規全て（県報に登載さ
れたものに限る。）を取り扱い、例
規に関する高い専門性、例規サ
ポートシステムに関する技術、経
験等を兼ね備えていると認められ
る唯一の業者であるため。

総務課
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(令和８年４月分） 　 (総務部)

名称 金額(円)

契約の名称又は
品名・数量等

契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
(円)

地方自治法
施行令

の適用条項

随意契約とした
理由

契約相手先以外の
見積書徴取先
及び見積金額

所管部課
（地方機関）

の名称
備　考

地方公会計システム
運用・保守業務委託

令和8年4月1日

株式会社　システムディ
代表取締役　堂山　遼
京都府京都市中京区
鳥丸通三条上る場之町６０３番地

2,852,300
第167条の2
第1項第2号

本システムについては当該企業
が開発したシステムであり、株式
会社システムディ以外に運用・保
守業務を行うことができない。ま
た、システム導入以来、業務・技
術サポート及びプログラム変更は
当該企業が行っていることから、
本システムに熟知しているため。

- - 財政課

地方公会計制度支援業務委託 令和8年4月3日

税理士法人　長谷川会計
代表社員　長谷川　一彦
広島県広島市西区庚午中
２丁目１１番１号

2,981,000
第167条の2
第1項第2号

長谷川会計は平成28年度より島
根県の地方公会計制度の導入支
援を行ってきた。当該支援により、
公会計の整備・公表は進んできた
ものの、今後は活用・推進を図る
段階に移行しつつある。長谷川会
計は、これまでの支援により本県
の状況を熟知しており、活用・推
進の検討を進める上で欠くことが
できない。また、本県で導入してい
る地方公会計システム（PPP）に
ついても熟知しており、公会計の
業務を支援できる唯一の相手で
あるため。

- - 財政課

- -

- -

- -

- -

- -

- -

税務課

島根県税務帳票情報データパンチ処理
業務委託契約

令和8年4月1日

税務総合オンラインシステム
における軽油引取税暫定税率廃止
及び
令和７年度税制改正に伴う
eLTAX 様式変更に係る
対応業務の委託

令和8年4月21日

島根県税務総合オンラインシステム
共同企業体
代表者：
富士通Japan株式会社
岡山・山陰公共ビジネス部
部長　佐藤勝治
松江市学園南二丁目10番14号

2,694,780
第167条の2
第１項第2号

当該事業者は、当該システムの
開発及び維持管理を行っているこ
とから当該システムやサーバ構成
を熟知しており、当該システムの
設定変更の設計・作業ができる唯
一の者である。本県税務システム
の安定的な運用を確保するため
には、当該テスト業務を実行でき
る事業者は、当該システムに精通
した当該事業者以外に選択肢は
ないため。

株式会社　マツケイ
代表取締役社長　名原　厚
松江市乃木福富町735-211

①自動車税種別割
　占有自動車登録情報
　20.0円/件
②軽油引取税申告
　帳票情報
　36.0円/件

第167条の2
第1項第8号

第167条の6第1項の規定により一
般競争入札を実施したが予定価
格超過により、落札者がでなかっ
たため、最低価格入札者である株
式会社マツケイと交渉を行い、随

意契約を行うこととした。

税務課

単価契約
（予定調達総額）
2,345,200円
（税込）
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(令和８年４月分） 　 (総務部)

名称 金額(円)
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契約日
契約の相手先の
名称及び所在地

契約金額
(円)

地方自治法
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の適用条項
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

第167条の2第1
項第2号

当該設備の保守に対する高度な
知識や実績(ノウハウ)を有してお
り、設備の機能を正常に維持する
ため同社以外での受託は不可能
であるため。

島根県総務事務システム改修
（駐車場等の利用に対する
通勤手当の新設対応）業務

令和8年4月22日

契約の相手が他の地方公共団
体。

管財課
排水ポンプ施設(島根大学医学部関連)
管理業務

令和8年4月1日
出雲市　市長
島根県出雲市今市町70

4,200,000

塩冶赤川排水機場ポンプ設備
保守点検業務

令和8年4月1日
山陰クボタ水道用材株式会社
島根県松江市平成町182-15

2,156,000
第167条の2第1
項第2号

管財課

富士電機株式会社
代表取締役　近藤　史郎
神奈川県川崎市川崎区
田辺新田１番１号

6,140,750
第167条の2
第1項第2号

当該システムは、見積書徴収先
のサービスであるため

税務課

総務事務
センター

軽油の引取りの報告等に関する
情報管理システムの運用業務

令和8年4月1日
地方公共団体情報システム機構
東京都千代田区一番町２５番地

2,765,400
（税込）

第167条の2
第1項第2号

この業務を取り扱っているのが当
該システム機構のみである

税務課

単価契約
（予定調達総額）
2,491,940円
（税込）

税務総合オンラインシステムの
帳票出力及び加工等の業務

令和8年4月1日
株式会社　マツケイ
代表取締役社長　名原　厚
松江市乃木福富町735-211

帳票印刷単価
①専用帳票（複写式）
　26.0円/枚
②専用帳票（連票）
17.0円/枚
③汎用帳票（A4単票）
25.0円/枚
④汎用帳票（連票）
21.0円/枚
印刷加工単価
⑤カッティング加工
4.0円/枚
⑥シーラー加工
5.0円/枚
印刷物等搬送単価
3,500円/回
用紙保管単価
7,500円/月

第167条の2
第１項第2号

マイナンバー利用事務ネットワー
クにおけるセキュリティ確保と業務
効率の面から必要なプリンタ等の
施設・設備を有する当該委託先以
外に選択肢がないため。

令和８年度モバイル
閉域SIM通信サービス利用について

令和8年4月1日
株式会社インターネットイニシアティブ
東京都千代田区富士見
２丁目１０番２号

11,007,408
第167条の2
第1項第2号

既に構築及び利用中のサービス
を継続して利用するものであり、
現在のサービス提供業者でなけ
れば同じサービスを提供すること
ができないため。

情報システム
推進課
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(令和８年４月分） 　 (総務部)
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

令和８年度Zoomミーティング
使用許諾権の調達

令和8年4月1日
株式会社エネコム
広島県広島市中区大手町
二丁目１１番１０号

6,708,240
第167条の2
第1項第2号

既に利用しているソフトウェアライ
センスの継続利用を行うもので、
現在のシステム設定情報を継続
利用するためのライセンス調達
は、現在調達している業者でなけ
れば実施できない。

情報システム
推進課

Ｑｕｍｕ使用許諾権調達 令和8年4月1日
株式会社エネコム
広島県広島市中区大手町
二丁目１１番１０号

3,362,436
第167条の2
第1項第2号

当該システムは、令和７年度から
本格運用を開始したものであり、
運用を継続するためには、アカウ
ント、動画配信設定等、現在のシ
ステム設定情報をそのまま使用
する必要がある。そのためには、
現契約の相手方である（株）エネ
コムから調達する必要がある。

情報システム
推進課

生成AIサービス提供業務 令和8年4月1日

NTTドコモビジネス株式会社
中国支社
広島県広島市中区大手町
四丁目１番８号

2,798,400
第167条の2
第1項第2号

本サービスは、令和６年12月に複
数社のサービスを比較して選定し
ており、令和７年１月から運用を
開始している。
その後の利用状況等の分析か
ら、本サービスの導入効果が大き
く上がっていることが確認されて
いる。これはサービスの利便性・
機能・運用面において、本サービ
スが島根県において最適なサー
ビスであることを示している。ま
た、これまでの障害発生はごく軽
微なものである。
　以上の状況から、本サービスに
問題等が発生しない限り、運用開
始から５年程度は本サービスを継
続利用するのが適当であり、ま
た、サービスの提供元は限定され
ることから、競争が成立しないた
め随意契約とする。
なお、NTTドコモビジネス株式会
社が株式会社エクサウィザーズと
資本提携を結んだことに伴い、当
県に対しNTTドコモビジネス株式
会社が本サービスを提供すること
となったため、同社以外から本
サービスの提供を受けることはで
きない。

情報システム
推進課

LGWAN監視システム
運用保守業務委託

令和8年4月1日

ＥＭＪしまねｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞ
共同企業体
株式会社エネコム
広島県広島市中区大手町2-11-10

5,740,460
第167条の2
第1項第2号

本監視機能を実現するためには、
分析機能が別途必要となるが、イ
ンターネット側で監視分析を行っ
ているしまねセキュリティクラウド
の受託者でなければ実施できな
い。

情報システム
推進課
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